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ゼ
ロ
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核
燃
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イ
ク
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整
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に
関
す
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弁
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を
送
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る
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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
政
府
民
主
党
が
目
指
す
「
原
発
ゼ
ロ
社
会
」
と
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
と
の
整
合
性
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
大
枠
に
応
じ
て
、
「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
の
選
択
肢
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一

日
原
子
力
委
員
会
決
定
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
係
る
選
択
肢
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
政
府
が
整
理
し
決
定

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
、
青
森
県
知
事
か
ら
同
年
八
月
二
十
二
日
に
提
出
を
受
け
た
「
原
子
力
政
策
・
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
政
策
に
関
す
る
要
請
」
に
お
い
て
、
政
府
に
対
し
て
、
「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ

ま
で
築
い
て
き
た
立
地
地
域
と
の
協
力
関
係
を
十
分
踏
ま
え
、
長
期
的
な
方
針
を
不
透
明
に
す
る
こ
と
な
く
、
現
実
的
に
実

現
可
能
な
政
策
に
つ
い
て
、
責
任
あ
る
選
択
」
を
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
請
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
十
分
に
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
従
来
か
ら
、
同
県
知
事
が
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
立
地
を
受
け
入
れ
て
い
る
同
県
の
方
針
と
し
て
、
最
終
処

分
施
設
（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定

一



す
る
最
終
処
分
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
立
地
を
受
け
入
れ
る
考
え
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、

承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
同
県
知
事
か
ら
同
県
を
最
終
処
分
施
設
の
建
設
地
と
は
し
な
い
旨
の
確
認
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
旨
回
答
す
る
な
ど
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


